
投票所 投票施設 対象行政区等

第 1 投票所 生野保健センター 生野１区・生野２区・生野３区・生野４区・
生野５区・生野６区・菖蒲沢・上生野

第 2 投票所 奥銀谷地区コミュニティセンター 生野新町・奥銀谷・小野・竹原野・生野緑ヶ丘

第 3 投票所 簾野地区公民館 黒川字簾野・梅ヶ畑・高路・長野

第 4 投票所 黒川本村公民館 黒川字本村・大外

第 5 投票所 猪野々集会所 猪野々・白口

第 6 投票所 円山公民館 円山・小田和

第 7 投票所 生野交流館 北真弓・南真弓

第 8 投票所 川尻区公民館 川尻

第 9 投票所 栃原公民館 栃原

第 10 投票所 糸井こども園 林垣・寺内・万葉台・室尾

第 11 投票所 秋葉台中央集会所 緑ヶ丘・秋葉台１区・秋葉台２区・秋葉台３区・
秋葉台４区

第 12 投票所 糸井地区市民会館 高生田・市場

第 13 投票所 センター若竹 和田・竹ノ内・内海・朝日

第 14 投票所 朝来市役所本庁舎 駅前・寺谷・東谷・平野

第 15 投票所 和田山多世代交流センター 土田・西土田

第 16 投票所 大蔵地区市民会館 宮田・高瀬・法道寺

第 17 投票所 岡公民館 岡・芳賀野

第 18 投票所 高田公民館 宮内・高田

第 19 投票所 和田山老人福祉センター 和田山上町・和田山京口・和田山本町・
和田山新町

第 20 投票所 枚田中央公民館 枚田・市御堂

第 21 投票所 枚田岡会館 比治・法興寺・立ノ原・枚田岡

第 22 投票所 和田山中学校 駅北・柳原

第 23 投票所 玉置公民館 玉置・桑原

第 24 投票所 宮公民館 白井・宮

第 25 投票所 東河地区市民会館 久田和・東和田・中

第 26 投票所 岡田公民館 野村・岡田・弥生が丘１区・弥生が丘２区

第 27 投票所 竹田地区コミュニティセンター 竹田下町・米屋町・観音町・中町・竹田上町・
竹田新町・殿町・旭町・東町・久世田・城南台
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第 28 投票所 竹田小学校体育館下多目的ルーム 栄町・安井・殿・三波・久留引・加都・筒江

第 29 投票所 藤和集会所 藤和

第 30 投票所 朝来市役所山東庁舎 滝田・大垣・矢名瀬下町・矢名瀬中町・川原町・
上ゲ町・新堂・末歳・楽音寺・清水町・小谷

第 31 投票所 磯部地区コミュニティセンター 大内・塩田・野間・田ノ口

第 32 投票所 大月公民館 諏訪・大月・向大道

第 33 投票所 与布土地区コミュニティセンター 柊木・溝黒・山歳・喜多垣

第 34 投票所 迫間公民館 迫間

第 35 投票所 与布土集会所　　　　　　　 与布土・森

第 36 投票所 三保集会所 三保

第 37 投票所 柿坪多目的集会センター 越田・柿坪

第 38 投票所 早田公民館 田中・上早田・早田・和賀

第 39 投票所 一品公民館 柴・一品

第 40 投票所 東構造改善センター 西地・西谷・比叡・東

第 41 投票所 金浦集会所 金浦

第 42 投票所 中川小学校体育館 物部・桑市・立脇・愛タウン

第 43 投票所 多々良木公民館 多々良木

第 44 投票所 石田地区集会所 石田・伊由市場

第 45 投票所 澤公民館 澤

第 46 投票所 納座公民館 山内・納座・川上

第 47 投票所 山口小学校体育館 山口・立野・羽渕・口田路

第 48 投票所 朝来市役所朝来庁舎 新井１区・新井２区・新井３区・
（新井）多々良木

第 49 投票所 八代コミュニティ消防センター 八代・山本・上八代

第 50 投票所 佐嚢地区モデルコミュニティセンター 土肥・平野・老波・佐中

第 51 投票所 神子畑公民館 神子畑

第 52 投票所 中田路コミュニティセンター 中田路・奥田路

第 53 投票所 元津コミュニティ消防センター 元津・上岩津

朝来市長選挙公報令和3年4月25日執行 朝来市選挙管理委員会
発  行  者

4月25日日 投票日
〈 投票時間 〉午前7時から 午後8時まで 

【  黒川、猪野々、白口、川尻、藤和、迫間、三保、金浦、神子畑、中田路、奥田路は午後５時まで  】

マスクをして投票所にお越しください

 あなたの投票所はこちらです



朝来市長選挙公報

【投票所の新型コロナウイルス対策】
　　・スタッフ全員、体温チェックをします。
　　・スタッフ全員、マスクまたはフェイスシールドを着用します。
　　・有権者と接する職員の前に飛沫感染防止用の仕切りを設置します。
　　・有権者と接する職員はゴム手袋を着用します。
　　・投票記載台、備品、消毒液のボトルは定期的に消毒します。
　　・投票記載台は間隔を開けて設置します。
　　・定期的な換気に努めます。
　

【鉛筆の使用について】
　　・使い捨て鉛筆を配布します。使用後はお持ち帰りください。
　　・希望者には消毒済の鉛筆を配布します。
　　・ご自宅などから持参した鉛筆でも投票することができます。

この選挙公報は候補者から提出された原稿を写真にとってそのまま印刷したものです。

令和3年4月25日執行 朝来市選挙管理委員会
発  行  者


